
豚熱感染確認区域におけるジビエ利⽤の推進
○豚熱感染確認区域で捕獲した野⽣イノシシについては、家畜防疫及び⾷品衛⽣を確保しつつ、豚熱陰性個体の出荷を
可能とする枠組みである「豚熱感染確認区域におけるジビエ利⽤の⼿引き」に基づくジビエ利⽤に取り組むことが重要。

○信頼できる検査結果に基づく防疫措置の確保のため、⾎液PCR検査による豚熱陰性を確認するとともに、捕獲から出荷
までの⼀連の各作業では、豚熱ウイルス拡散リスクを最⼩限にするための複合的な対策を徹底。

○捕獲した野⽣イノシシを地域資源として可能な限り有効活⽤するため、豚熱発⽣県において、⼿引きに基づくジビエ利⽤に
取り組み、出荷を再開する処理加⼯施設が増加（16府県68施設（R5.９末時点））
（事例紹介︓https://www.maff.go.jp/j/nousin/gibier/attach/pdf/tonko-11.pdf)

 捕獲〜運搬、処理加⼯施設への搬⼊  ⼀時保管  解体・加⼯〜出荷
○都道府県⼜は都道府県が認定する外部検査機関が実施する⾎液PCR検査による豚熱感染の有無を確認
○豚熱判定結果が判明するまで、隔離して⼀時保管し、陰性個体をジビエ利⽤
○豚熱ウイルス拡散リスクを最⼩限にするための複合的な対策を実施
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○豚熱ウイルス拡散リスクを最⼩限にするための複合的な対策のポイント

廃棄

採⾎

捕獲・⽌め刺し
捕獲現場

現場の消毒

国へ報告 検査結果※

⼀次処理室 ⼆次処理室
冷蔵庫

事務室

処理加⼯施設

更⾐室

剥⽪・
内臓摘出

✔豚熱検査結果
判明まで⼀時保管

資器材等
洗浄･消毒

搬⼊⼝

施設⽤地

⾞
両
消
毒
地
点

運搬・
施設搬⼊

出荷
流通

陽性

陰性 豚熱発⽣県でも陰
性個体の有効活⽤
が促進され、農⼭
村地域の所得向
上・活性化が期待

解体・加⼯

保冷庫

⼀時保管庫の消毒

⾎液等
検体

捕獲
個体

検査機関

✔ ⾎液PCR検査
（全頭対象）

※ 豚熱ウイルスの浸潤状況調査（サーベイランス）結果の活⽤も可能

（都道府県⼜は都道府県
が認定した外部検査機関）
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